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(57)【要約】
スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマート
デバイス用の太陽光発電冷却器が、提供される。冷却器
は、上側ファンケーシングと、随意の底部ファンケーシ
ングと、スマートデバイスホルダと、上側ファンケーシ
ングとスマートデバイスホルダとの間に形成される空気
通路とを含み得る。また、空気を略垂直方向に沿って空
気通路に引き込む、１つ以上の冷却ファンも提供される
。１つ以上の太陽電池パネルは、冷却器が太陽エネルギ
ーを収集し、電力を１つ以上のファンまたはそのモータ
に送達することを可能にする。太陽電池パネルは、１つ
以上の、例えば、一対のコネクタケーブルによって、モ
ータに接続される。冷却器は、１つ以上の冷却ファンを
使用して、スマートデバイスの底面全体を冷却し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートデバイス用の太陽光発電冷却器であって、
　上側ファンケーシングと、
　底部ファンケーシングと、
　スマートデバイスを保持するためのスマートデバイスホルダと、
　１つ以上の冷却ファンであって、前記１つ以上の冷却ファンは、前記上側ファンケーシ
ングと前記スマートデバイスホルダとの間に形成される空気通路に空気を引き込み、それ
によって、略水平配向にある前記スマートデバイスの底面に向かって空気を略垂直方向に
沿って強制的に流動させるために効果的である、１つ以上の冷却ファンと、
　１つ以上の太陽電池パネルであって、前記１つ以上の太陽電池パネルは、太陽エネルギ
ーを収集し、電力を前記１つ以上の冷却ファンに送達し、前記１つ以上の太陽電池パネル
は、１つ以上のコネクタケーブルを介して１つ以上のファンに接続される、１つ以上の太
陽電池パネルと
　を備える、冷却器。
【請求項２】
　前記太陽電池パネルにわたって透明なプラスチック窓を有する太陽電池パネル保護カバ
ーをさらに備え、前記太陽電池パネル保護カバーは、スナップ締結具および挿入要素を用
いて前記太陽電池パネルに固着される、請求項１に記載の冷却器。
【請求項３】
　前記１つ以上の冷却ファンは、前記上側ファンケーシングと前記底部ファンケーシング
との間に位置する、請求項１に記載の冷却器。
【請求項４】
　少なくとも１つのファンは、略垂直軸を中心として回転する、請求項１に記載の冷却器
。
【請求項５】
　前記上側ファンケーシングおよび／または下側ファンケーシングに形成される１つ以上
の通気孔を有する、請求項１に記載の冷却器。
【請求項６】
　前記スマートデバイスホルダは、前記スマートデバイスの底面に向かって指向される空
気が前記底面にわたって水平に流動するような様式で、前記スマートデバイスを収容する
、請求項５に記載の冷却器。
【請求項７】
　前記スマートデバイスは、磁気手段によって前記上側ファンケーシングに取り付けられ
る、請求項６に記載の冷却器。
【請求項８】
　前記スマートデバイスは、スマートフォンまたはスマートタブレットであり、前記太陽
光発電冷却器は、を備える、請求項７に記載の冷却器。
【請求項９】
　スマートデバイス用の太陽光発電冷却器であって、
　１つ以上の通気孔を含む上側ファンケーシングと、
　底部ファンケーシングであって、前記底部ファンケーシングは、前記底部ファンケーシ
ングの縁またはその近傍に位置する１つ以上の空気入口孔を含み、前記上側ファンケーシ
ングおよび底部ファンケーシングは、前記１つ以上の空気入口孔から前記１つ以上の通気
孔への空気流を可能にするための空気通路を画定する、底部ファンケーシングと、
　スマートデバイスを保持するためのスマートデバイスホルダと、
　１つ以上の冷却ファンであって、前記１つ以上の冷却ファンは、前記１つ以上の通気孔
を通して前記スマートデバイスの底面に向かって空気を略垂直方向に沿って強制的に流動
させるように、空気を前記空気通路に引き込むために効果的である、１つ以上の冷却ファ
ンと、
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　１つ以上の太陽電池パネルであって、前記１つ以上の太陽電池パネルは、太陽エネルギ
ーを収集し、電力を前記１つ以上の冷却ファンに送達し、前記１つ以上の太陽電池パネル
は、１つ以上のコネクタケーブルを介して前記１つ以上のファンに接続される、１つ以上
の太陽電池パネルと
　を備える、冷却器。
【請求項１０】
　スマートデバイス用の太陽光発電冷却器であって、
　１つ以上の通気孔を含む上側ファンケーシングと、
　底部ファンケーシングであって、前記底部ファンケーシングは、前記底部ファンケーシ
ングの縁またはその近傍に位置する１つ以上の空気入口孔を含み、前記上側ファンケーシ
ングおよび底部ファンケーシングは、前記１つ以上の空気入口孔から前記１つ以上の通気
孔への空気流を可能にするための空気通路を画定する、底部ファンケーシングと、
　スマートデバイスを保持するためのスマートデバイスホルダと、
　１つ以上の冷却ファンであって、前記１つ以上の冷却ファンは、前記上側ファンケーシ
ングと下側ファンケーシングとの間に位置し、前記１つ以上の冷却ファンは、前記スマー
トデバイスの底面に向かって空気を略垂直方向に沿って強制的に流動させるように、空気
を前記空気通路に引き込むために効果的である前記１つ以上の空気入口孔を被覆する、１
つ以上の冷却ファンと、
　１つ以上の太陽電池パネルであって、前記１つ以上の太陽電池パネルは、太陽エネルギ
ーを収集し、電力を前記１つ以上の冷却ファンに送達し、前記１つ以上の太陽電池パネル
は、１つ以上のコネクタケーブルを介して前記１つ以上のファンに接続される、１つ以上
の太陽電池パネルと
　を備える、冷却器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の分野）
　本発明は、概して、ファンに関し、より具体的には、快適に手持ちされ得る筐体を提供
する、太陽光発電冷却ユニットに関する。ユニットは、典型的には、小型でコンパクトな
長方形設計を有し、該設計は、ファンを含み、身に着けて、ブリーフケースまたはビーチ
バッグの中で、容易に格納および携行され得る。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光冷却ユニットの必要性が存在する。例えば、いくつかの太陽光発電ファンデバイ
スが、個人用冷却または換気のために設計されている。これらの典型は、１９９０年２月
１３日にＷｏｌｆｅ，　ｅｔ　ａｌ．に発行された米国特許第４，８９９，６４５号であ
る。
【０００３】
　別の特許が、米国特許第４，９７４，１２６号として１９９０年１１月２７日にＨｗａ
ｎｇに発行された。さらに別の米国特許第４，９８６，１６９号が、１９９１年１月２２
日にＣｈｅｎに発行され、なおもさらに別のものが、米国特許第５，０４４，２５８号と
して１９９１年９月３日にＷｕ，　ｅｔ　ａｌ．に発行された。
【０００４】
　別の特許が、米国特許第５，１４８，７３６号として１９９２年９月２２日にＪｕａｎ
ｇに発行された。さらに別の米国特許第５，２５０，２６５号が、１９９３年１０月５日
にＫａｗａｇｕｃｈｉ，　ｅｔ　ａｌ．に発行された。別のものが、米国特許第５，５８
８，９０９号として１９９６年１２月３１日にＦｅｒｎｇに発行され、なおもさらに別の
ものが、米国特許第６，０３２，２９１号として２０００年３月７日にＡｓｅｎｇｕａｈ
，　ｅｔ　ａｌ．に発行された。
【０００５】
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　別の特許が、ドイツ特許第ＤＥ３３３７２４１号として１９８４年５月３０日にＳｉｂ
ｂｅに発行された。さらに別の英国特許第ＧＢ２２４１３７８号が、１９９１年８月２８
日にＦｏｒｓｙｔｈに発行された。別のものが、日本特許第ＪＰ７２５３０９６号として
１９９５年１０月３日にＴａｋａｈａｓｈｉに発行され、なおもさらに別のものが、日本
特許第ＪＰ２００３２０１９９０号として２００３年７月１８日に発行された。別の特許
が、米国特許第７，８６６，９５８号として２０１１年１月１１日にＰａｔｅｌに発行さ
れた。
【０００６】
　また、スマートデバイス用のホルダの必要性も存在する。これらの典型は、２０１４年
１０月１４日にＬｅｉｂｅｎｈａｕｔ，　ｅｔ　ａｌ．に発行された米国特許第８，８６
１，７１４号である。別の特許が、米国特許第８，４２８，６６５号として２０１３年４
月２３日にＣｒｏｍｅ，　ｅｔ　ａｌ．に発行された。別の特許が、米国特許第９，１６
７，０６２号として２０１５年１０月２０日にＬｅｉｂｅｎｈａｕｔ，　ｅｔ　ａｌ．に
発行された。さらに別の特許出願が、米国特許出願公開第２０１６／００７６５４７号と
して２０１４年９月１５日にＣｈｕによって提出された。
【０００７】
　別の特許が、米国特許第９，５２１，２２４号として２０１６年１２月１３日にＡｎ，
　ｅｔ　ａｌ．に発行され、なおもさらに別のものが、米国特許第８，７１１，５５３号
として２０１４年４月２９日にＴｒｉｎｈ　ｅｔ　ａｌに発行された。
【０００８】
　さらに別の特許出願が、米国特許出願公開第２００９／０２３３６５６号として２００
９年９月１７日にＲｏｓｓ　ＩＩＩによって提出された。さらに別の特許出願が、米国特
許出願公開第２０１５／０２８３９５０号として２０１５年１０月１８日にＢａｃｋｍａ
ｎ，　ｅｔ　ａｌ．によって提出された。
【０００９】
　太陽光発電車用換気装置のさらなる必要性が存在する。これらの典型は、１９９２年９
月２２日にＪｕａｎｇに発行された米国特許第５１４８７３６号であり、なおもさらに別
のものが、米国特許第８，０３９，９８８号として２０１１年１０月８日にＴａｒｎｏｗ
ｓｋｙ　ｅｔ　ａｌ．に発行された。
【００１０】
　しかしながら、上記で識別される公開のうちのいずれも、バッテリ電源式スマートデバ
イスによって発生される熱と関連付けられる欠点に具体的に対処しない。同様に、上記で
識別される公開のうちのいずれも、過剰に暑い環境内のスマートデバイスの動作と関連付
けられる欠点に対処しない。
【００１１】
　したがって、電力供給源がない屋外で使用され得る、１つ以上の太陽電池パネルを伴う
スマートフォンおよびスマートタブレット等のスマートデバイス用の容易に運搬可能なフ
ァンを提供する機会が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４，８９９，６４５号明細書
【特許文献２】米国特許第８，８６１，７１４号明細書
【特許文献３】米国特許第５１４８７３６号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の目的は、スマートデバイス用の１つ以上の太陽光発電ファンを提供する
ことである。
【００１４】
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　本発明の別の目的は、１つ以上の太陽電池パネルを用いて給電される、快適に手持ちさ
れ得るコンパクトな長方形筐体を提供することである。太陽エネルギーの強度は、１つ以
上のファンモータへの電力を制御するように稼働し得る。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、１つ以上のファンに給電するための小型の携帯用太陽電池パ
ネルを提供することである。
【００１６】
　第１の実施形態では、次いで、太陽光発電冷却器が、スマートフォンまたはスマートタ
ブレット等のスマートデバイスのために提供される。冷却器は、上側ファンケーシングと
、随意の底部ファンケーシングと、スマートデバイスホルダと、上側ファンケーシングと
スマートデバイスホルダとの間に形成される空気通路とを含む。また、空気を略垂直方向
に沿って空気通路に引き込む、１つ以上の冷却ファンも提供される。１つ以上の太陽電池
パネルは、冷却器が太陽エネルギーを収集し、電力を１つ以上のファンまたはそのモータ
に送達することを可能にする。太陽電池パネルは、１つ以上の、例えば、一対のコネクタ
ケーブルによって、モータに接続される。
【００１７】
　随意に、太陽電池パネル保護カバーが、太陽電池パネルにわたって提供されてもよい。
カバーは、透明なプラスチック窓を含んでもよく、スナップ締結具および挿入要素を用い
て太陽電池パネルに固着されてもよい。
【００１８】
　典型的には、１つ以上の冷却ファンは、上側ファンケーシングと下側ファンケーシング
との間に位置し、各ファンは、略垂直軸を中心として回転し、空気を略垂直方向に沿って
空気通路に引き込む。加えて（または代替物では）、１つ以上の冷却ファンは、水平軸を
中心として回転してもよい。
【００１９】
　したがって、１つ以上の通気孔が、上側ファンケーシングおよび／または下側ファンケ
ーシングに形成されてもよい。１つ以上の冷却ファンによって引き込まれる空気は、スマ
ートデバイスホルダの中のスマートデバイスの底面を冷却するために、空気通路を通して
押進され、１つ以上の通気孔を通して放出されてもよい。
【００２０】
　スマートデバイスホルダは、典型的には、スマートフォンまたはスマートタブレット等
のスマートデバイスを収容するように構築される。ホルダは、スマートデバイスの底面に
わたって水平空気流を可能にする構造を有してもよい。随意に、ホルダは、スマートデバ
イスが、例えば、磁気手段によって上側ファンケーシングにしっかりと取り付けられるこ
とを可能にする。
【００２１】
　別の実施形態では、上側ファンケーシングが、１つ以上の通気孔を含む、上記に説明さ
れる実施形態に類似する太陽光発電冷却器が、提供される。底部ファンケーシングは、１
つ以上の空気入口孔を含んでもよい。上側ファンケーシングおよび下側ファンケーシング
は、空気が空気入口孔から１つ以上の通気孔まで流動することを可能にするための空気通
路を画定する。１つ以上の空気入口孔は、底部ファンケーシングの縁または縁の近傍に位
置してもよい。１つ以上の冷却ファンによって引き込まれる空気は、スマートデバイスを
冷却するために、水平方向に空気通路を通して外に押進され、１つ以上の通気孔を通して
放出されてもよい。
【００２２】
　さらなる実施形態では、１つ以上の空気入口孔が、底部ファンケーシングの縁または縁
の近傍に位置する、上記に説明される実施形態に類似する太陽光発電冷却器が、提供され
る。１つ以上の冷却ファンは、１つ以上の空気入口孔を被覆して、底部ファンケーシング
上に位置し、１つ以上の冷却ファンは、上側ファンケーシングと底部ファンケーシングと
の間に位置する。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイス用の単
一ファン太陽光発電冷却器の斜視図である。
【００２４】
【図２】図２は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図１の単一ファン太陽光発電冷
却器の分解斜視図である。
【００２５】
【図３】図３は、単一ファン太陽光発電冷却器の上面図である。
【００２６】
【図４】図４は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図１の単一ファン太陽光発電冷
却器の側面図である。
【００２７】
【図５】図５は、単一ファン太陽光発電冷却器の底面図である。
【００２８】
【図６】図６は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図１の単一ファン太陽光発電冷
却器の後面図である。
【００２９】
【図７】図７は、切断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った対応するスマートデバイスホルダを伴う
図３の単一ファン太陽光発電冷却器の側面断面図である。
【００３０】
【図８】図８は、図２の単一ファン太陽光発電冷却器の凝縮分解斜視図である。
【００３１】
【図９】図９は、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイス用の二
重ファン太陽光発電冷却器の斜視図である。
【００３２】
【図１０】図１０は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図９の二重ファン太陽光発
電冷却器の分解斜視図である。
【００３３】
【図１１】図１１は、二重ファン太陽光発電冷却器の上面図である。
【００３４】
【図１２】図１２は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図９の二重ファン太陽光発
電冷却器の側面図である。
【００３５】
【図１３】図１３は、対応するスマートデバイスホルダを伴う図９の二重ファン太陽光発
電冷却器の底面図である。
【００３６】
【図１４】図１４は、図９の二重ファン太陽光発電冷却器の二重ファン太陽光発電冷却器
の後面図である。
【００３７】
【図１５】図１５は、切断線ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩに沿った対応するスマートデバイスホル
ダを伴う図１１の二重ファン太陽光発電冷却器の側面断面図である。
【００３８】
【図１６】図１６は、図１０の二重ファン太陽光発電冷却器の凝縮分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明を詳細に説明する前に、本発明は、具体的分離デバイスまたは分析計装のタイプ
に限定されず、したがって、変動し得ることを理解されたい。また、本明細書で使用され
る用語は、特定の実施形態を説明する目的のためのみであり、限定的であることを意図し
ていないことも理解されたい。
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【００４０】
　加えて、本明細書および添付の請求項で使用されるように、単数形の冠詞「ａ」、「ａ
ｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈が別様に明確に規定されない限り、単数および複数両方
の指示対象を含む。したがって、例えば、「ａ　ｆａｎ」の言及は、複数のファンおよび
単一のファンを含み、「ａ　ｓｏｌａｒ　ｐａｎｅｌ」の言及は、単一の太陽電池パネル
および太陽電池パネルの組み合わせ、および同等物を含む。
【００４１】
　さらに、本発明の要素間の特定の空間関係を示す、または示唆する、用語は、使用の文
脈が明確に反対に規定されない限り、絶対的な意味ではなく相対的な意味で解釈されるも
のである。例えば、第２の項目に対する第１の項目の空間配向を説明するために使用され
るような用語「～にわたって」および「の上に」は、第１の項目が第２の項目の上方に位
置することを必ずしも示すわけではない。したがって、スマートデバイスの上に、または
それにわたって設置されるホルダを含む、冷却器では、ホルダは、冷却器の配向に応じて
、スマートデバイスの上方に、それと同一の高さに、またはその下方に位置してもよい。
同様に、スマートデバイスの「上」面は、デバイスの配向に応じて、デバイスの他の部分
の上方に、それと同一の高さに、またはその下方に位置してもよい。
【００４２】
　本明細書および以下に続く請求項では、それらが採用される文脈が別様に明確に示さな
い限り、以下の意味を有するように定義されるものとする、いくつかの用語が参照される
であろう。
【００４３】
　用語「電子的」、「電子的に」、および同等物は、それらの通常の意味で使用され、電
子、正孔、および／または他の電荷担体の制御された伝導を提供する構造、例えば、半導
体微細構造に関する。
【００４４】
　「随意の」または「随意に」は、説明が、状況が起こる事例および起こらない事例を含
むように、続いて説明される状況が起こる場合とそうでない場合があることを意味する。
【００４５】
　用語「スマートデバイス」は、本明細書ではその通常の意味で使用され、概して、ある
程度双方向および自律的に動作し得る、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＮＦＣ、Ｗｉ
－Ｆｉ、３Ｇ等の異なる無線プロトコルを介して、他のデバイスまたはネットワークに接
続される、電子デバイスを指す。例示的スマートデバイスは、を含む。
【００４６】
　用語「太陽電池パネル」は、本明細書ではその通常の意味で使用され、発電するための
エネルギー源として太陽光および／または他の光放射線を吸収するように設計されるパネ
ルを指す。
【００４７】
　一般に、本発明は、１つ以上の太陽電池パネルによって給電されるファンを含む、容易
に運搬可能または携帯可能な冷却器を提供する。ファンは、スマートフォンまたはスマー
トタブレット等のスマートデバイス用のホルダに向かって空気を指向し、それによって、
スマートデバイスを冷却する。冷却器は、電力供給源がない屋外で使用されることができ
、従来技術の欠点を克服する。すなわち、太陽光発電スマートデバイスファンは、はるか
に広範囲の携帯可能な動作用途および固定的な動作用途の両方を提供される一方で、従来
技術は、用途特有である。
【００４８】
　ここで、同様の類似番号が、いくつかの図の全体を通して同様の要素を表す、図面を記
述的に参照して、本発明の種々の実施形態が説明される。使用される参照番号に関して、
以下の番号付与が、本発明の単一ファン実施形態のための種々の図面の全体を通して使用
される。
１８　ファンの羽根２０用の保護グリル
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２０　ファンの羽根
２４　保護グリル挿入ペグ
３７　上側ファンケーシング用の磁石ホルダ
３７　磁石ホルダ設置ペグ
４０　スマートデバイス空気流通路
４２　フロントファンモータ６０用の円形通気孔
４６　フロントファンモータスピンドル５０用の受容孔
５０　ファンモータスピンドル
５８　フロントファンモータ６０用の上側ファンケーシング
６０　フロントファンモータ
６８　電気コネクタ配線
７０　太陽電池パネル
７１　正端子点
７２　負端子点
７４　底部ファンケーシング
７６　太陽電池パネル７０用の透明カバー
７８　スマートデバイスホルダ
８４　スマートデバイスホルダ７８用の磁石
８６　上側スナップ締結具
８８　下側スナップ締結具挿入物
９０　底部ファンケーシング７４内の底部ファンケーシング空気入口
９４　空気流用のスマートデバイスホルダ７８内の空気通路開口部
９５　スマートデバイスホルダ７８内の空気流溝
【００４９】
　スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイス用の単一ファン太陽光
発電冷却器が、図１から８に示される。図１は、スマートデバイス用の単一ファン太陽光
発電冷却器のある組み立てられた構成要素の斜視図を提供する。図２および図８は、スマ
ートデバイス用の単一ファン太陽光発電冷却器の分解斜視図である。本デバイスは、スマ
ートデバイスホルダ７８に磁気的に接続される。ホルダ７８は、フロントファンモータ６
０用のファンモータスピンドル５０に結合される、ファンの羽根２０用の保護グリル１８
の場所に位置およびサイズが対応する、空気通路開口部９４を組み込む。保護グリル１８
は、保護グリル挿入ペグ２４を使用して、上側ファンケーシング５８に取り付けられる。
空気流は、スマートデバイスホルダ７８の上面に組み込まれる円形空気通路開口部９４と
結合される、長く細い形状である空気流溝９５によって、スマートデバイスの底面にわた
って分配される。
【００５０】
　したがって、図１、図２、および図８は、ファンの羽根２０用の保護グリル１８を収納
する、フロントファンモータ６０用の上側ファンケーシング５８と、上側ファンケーシン
グ用の磁石ホルダ３４と、磁石ホルダ設置ペグ３７によって定位置に保持されるスマート
デバイスホルダを接続するための磁石３６と、フロントファンモータ６０用の円形通気孔
４２と、ファンモータスピンドル５０用の受容孔４６と、電気コネクタ配線６８と、太陽
電池パネル７０と、正端子点７１と、負端子点７２とを含む、単一ファン太陽光発電冷却
器を示す。図５は、太陽電池パネル７０用の透明カバー７６のための支持を提供する、底
部ファンケーシング７４を示し、上側スナップ締結具８６、下側スナップ締結具挿入物８
８、および底部ファンケーシング７８内の底部ファンケーシング空気入口９０を組み込む
。
【００５１】
　図２を参照すると、フロントファンモータ６０用の円形通気孔４２が、上側ファンケー
シング５８に形成される。スマートデバイス空気流通路４０およびフロントファンモータ
６０用の円形通気孔４２は、フロントファンモータ６０用のファンモータスピンドル５０
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に結合される、ファンの羽根２０用の保護グリル１８の場所に位置およびサイズが対応す
る。
【００５２】
　図７は、図３の切断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った側面断面図である。図７は、単一ファン
太陽光発電冷却器がスマートデバイスホルダ７８に磁気的に接続される、スマートデバイ
スを図示する。単一ファン太陽光発電冷却器がスマートデバイスホルダ７８に磁気的に接
続される、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイス内にあり、そ
れと平行である空気流は、フロントファンモータ６０用のファンモータスピンドル５０に
結合される、ファンの羽根２０によって垂直に吹かれる。スマートフォンまたはスマート
タブレット等のスマートデバイスは、フロントファンモータ６０用のファンモータスピン
ドル５０に結合される、ファンの羽根２０によって生成される空気流によって冷却される
。
【００５３】
　スマートデバイス用の単一ファン太陽光発電冷却器は、冷却されるスマートデバイスの
底面の具体的部分に対処する。すなわち、軸方向ファンである、フロントファンモータ６
０用のファンモータスピンドル５０に結合されるファンの羽根２０によって、スマートデ
バイスホルダ７８の中に吹き上げられる空気は、円形空気通路開口部９４と結合される、
長く細い形状である空気流溝９５を通して、水平に直接放出される。故に、スマートフォ
ンまたはスマートタブレット等のスマートデバイスの底面の面積全体が、冷却される。
【００５４】
　図２、図３、図４、図６、図７、および図８を参照すると、スマートデバイス空気流通
路４０および円形通気孔４２から退出する空気は、スマートデバイスホルダ７８内に収容
されるスマートデバイスの底面に沿って移動され、それによって、スマートデバイスの底
面を冷却する。熱放散は、空気が衝突するスマートデバイスの底面の部分において実施さ
れる。結果として、所望の冷却が達成される。
【００５５】
　すなわち、図２に示されるように、スマートデバイスは、フロントファンモータ６０用
のファンモータスピンドル５０に結合される、ファンの羽根２０用の保護グリル１８の場
所に位置およびサイズが対応する、空気通路開口部９４を組み込む、スマートデバイスホ
ルダ７８に電気的に接続されてもよく、フロントファンモータ６０用のファンモータスピ
ンドル５０に結合される、ファンの羽根２０用の対応する保護グリル１８との空気通路開
口部９４の連続垂直整合を促進する。空気通路開口部９４は、フロントファンモータ用の
ファンモータスピンドル５０に結合される、ファンの羽根２０によって引き込まれる空気
を誘導するための導管として作用する。フロントファンモータ６０は、空気通路開口部９
４の中に空気を吹き込み得る限り、それらの位置および数に限定されない。加えて、フロ
ントファンモータ６０およびファンモータスピンドル５０の高さの低減は、スマートデバ
イス用の単一ファン太陽光発電冷却器の全高を低減させ得る。
【００５６】
　上記で説明されるように構築されるスマートデバイス用の単一ファン太陽光発電冷却器
は、スマートデバイスホルダ７８を上側ファンケーシング５８に磁気的に接続することに
よって、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイスの底面積全体を
冷却することができる。個々の構成要素の全ては、それぞれ、定位置に留まるように、そ
れらの対応する接続部に接着されてもよい。加えて、スマートフォンまたはスマートタブ
レット等のスマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷却器等の冷却が、他の実施形態
に示されるように達成されることができる。
【００５７】
　要するに、本発明の一実施形態では、スマートデバイス用の単一ファン太陽光発電冷却
器のための空気吸引開口部は、空気流通路４０を含み、円形通気孔４２が、フロントファ
ンモータ６０用の筐体上側ファンケーシング５８の頂面の上に、底部ファンケーシング空
気入口９０が、底部ファンケーシング７４内に形成される。排出開口部が、フロントファ
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ンモータ６０に結合されるフロントファンの羽根２０用の保護グリル１８を通して筐体上
側ファンケーシング５８の頂面の上に形成され、スマートデバイスの底面を冷却するため
に、スマートデバイスホルダ７８内に空気通路開口部９４および空気流溝９５を伴うスマ
ートデバイスホルダ７８を通して空気流を循環させる。フロントファンモータ６０用の太
陽電池パネル７０は、ファンモータがその発電出力を用いて駆動され得るように、電気コ
ネクタ配線６８を使用して正端子点７１および負端子点７２に接続される。したがって、
本携帯型太陽光発電ファンは、単純にいかなる場所制限もなく使用されることができる。
【００５８】
　以下の番号付与は、本発明の二重ファン実施形態のための種々の図面の全体を通して使
用される。
２１８　フロントファンの羽根２２０用のフロント保護グリル
２２８　リヤファンの羽根２１４用のリヤ保護グリル
２２０　フロントファンの羽根
２１４　リヤファンの羽根
２２４　保護グリル挿入ペグ
２３４　上側ファンケーシング用の磁石ホルダ
２３６　上側ファンケーシング用の磁石
２３７　磁石ホルダ設置ペグ
２４０　スマートデバイス空気流通路
２４２　フロントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用の円形通気孔
２４６　ファンモータスピンドル２５０用の受容孔
２５０　ファンモータスピンドル
２５８　フロントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用の上側ファンケー
シング
２６０　フロントファンモータ
２６６　リヤファンモータ
２６８　電気コネクタ配線
２７０　太陽電池パネル
２７１　正端子点
２７２　負端子点
２７４　底部ファンケーシング
２７６　太陽電池パネル２７０用の透明カバー
２７８　スマートデバイスホルダ
２８４　スマートデバイスホルダ２７８用の磁石
２８６　上側スナップ締結具
２８８　下側スナップ締結具挿入物
２９０　底部ファンケーシング２７４内の底部ファンケーシング空気入口
２９４　空気流用のスマートデバイスホルダ２７８内の空気通路開口部
２９５　スマートデバイスホルダ２７８内の空気流溝
２９８　空気流用のスマートデバイスホルダ２７８内の空気通路開口部
【００５９】
　別の実施形態では、本発明は、例えば、図９から１６に示されるように、スマートデバ
イス用の二重ファン太陽光発電冷却器を提供する。図９は、スマートデバイス用の二重フ
ァン太陽光発電冷却器のある組み立てられた構成要素の斜視図を提供する。図１０および
図１６は、スマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷却器の分解斜視図である。本デ
バイスは、スマートデバイスホルダ２７８に磁気的に接続される。ホルダ２７８は、フロ
ントファンの羽根２２０用のフロント保護グリル２１８の場所に位置およびサイズが対応
する、空気通路開口部２９４を組み込む。ホルダ２７８は、リヤファンの羽根２１４用の
リヤ保護グリル２２８の場所に位置およびサイズが対応する、空気通路開口部２９８を組
み込む。羽根２２０は、フロントファンモータ２６０用のファンモータスピンドル２５０
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に結合される。フロント保護グリル２１８およびリヤ保護グリル２２８は、保護グリル挿
入ペグ２２４を使用して、上側ファンケーシング２５８に取り付けられる。空気流は、ス
マートデバイスホルダ２７８の上面に組み込まれる円形空気通路開口部２９４と結合され
る、長く細い形状である空気流溝２９５によって、スマートデバイスの底面にわたって分
配される。
【００６０】
　図１０および図１６は、一対のモータ、すなわち、フロントファンモータ２６０および
リヤファンモータ２６６用の上側ファンケーシング２５８を含む、二重ファン太陽光発電
冷却器を示す。また、それぞれ、フロントファンの羽根２２０用のフロント保護グリル２
１８およびリヤファンの羽根２１４用のリヤ保護グリル２２８が、ケーシング２５８によ
って収納されて示されている。加えて、上側ファンケーシング２３４用の磁石ホルダ、お
よび磁石ホルダ設置ペグ２３７によって定位置に保持されるスマートデバイスホルダ２３
６を接続するための磁石が、提供される。さらに、フロントファンモータ２６０およびリ
ヤファンモータ２６６用の円形通気孔２４２、ファンモータスピンドル２５０用の受容孔
２４６、電気コネクタ配線２６８、太陽電池パネル２７０、正端子点２７１、および負端
子点２７２が、提供される。
【００６１】
　図１３は、太陽電池パネル２７０用の透明カバー２７６のための支持を提供する、底部
ファンケーシング２７４を示す。図１０に示されるように、底部ファンケーシング２７４
はまた、上側スナップ締結具２８６、下側スナップ締結具挿入物２８８、および底部ファ
ンケーシング空気入口２９０も組み込む。円形通気孔２４２が、フロントファンモータ２
６０およびリヤファンモータ２６６用の上側ファンケーシング２５８に形成される。フロ
ントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用のスマートデバイス空気流通路
２４０および円形通気孔２４２は、それぞれ、フロントファンモータ２６０およびリヤフ
ァンモータ２６６用のファンモータスピンドル２５０に結合される、フロントファンの羽
根２２０用のフロント保護グリル２１８およびリヤファンの羽根２１４用のリヤ保護グリ
ル２２８の場所に位置およびサイズが対応する。
【００６２】
　図１５は、二重ファン太陽光発電冷却器がスマートデバイスホルダ２７８に磁気的に接
続される、スマートデバイスを図示する、図１１の切断線ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩに沿った側
面断面図である。二重ファン太陽光発電冷却器がスマートデバイスホルダ２７８に磁気的
に接続される、スマートデバイス内にあり、それと平行である空気流は、それぞれ、フロ
ントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用のそれらのファンモータスピン
ドル２５０に結合される、フロントファンの羽根２２０およびリヤファンの羽根２１４と
垂直に押進される。スマートデバイスは、それによって、それぞれ、フロントファンモー
タ２６０およびリヤファンモータ２６６用のそれらのファンモータスピンドル２５０に結
合される、フロントファンの羽根２２０およびリヤファンの羽根２１４によって生成され
る空気流によって冷却される。
【００６３】
　図１０および図１６に示されるように、スマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷
却器は、冷却されるスマートデバイスの底面の具体的部分に対処する。すなわち、空気は
、それぞれ、フロントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用のそれらのフ
ァンモータスピンドル２５０に結合される、フロントファンの羽根２２０およびリヤファ
ンの羽根２１４によって、上向きに吹かれる。これらの軸方向ファンからの空気は、スマ
ートデバイスホルダ２７８の中に導入され、上向きに直接放出され、円形空気通路開口部
２９４と結合される、長く細い形状である空気流溝２９５を通して空気を流動させる。故
に、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイスの底面の面積全体が
冷却される。
【００６４】
　図１１、図１２、図１４、および図１５を参照すると、スマートデバイス空気流通路２
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４０および円形通気孔２４２から退出する空気は、スマートデバイスホルダ２７８内に収
容されるスマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイスの底面に沿って
移動され、それによって、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイ
スの底面を冷却する。空気が衝突するスマートデバイスの底面の部分は、熱放散を介して
冷却される。すなわち、フロントファンの羽根２２０用のフロント保護グリル２１８およ
びリヤファンの羽根２１４用のリヤ保護グリル２２８の場所に位置およびサイズが対応す
る、空気通路開口部２９４を組み込む、スマートデバイスホルダ２７８に磁気的に接続さ
れる。フロントファンモータ２６０用のファンモータスピンドル２５０は、それぞれ、そ
れらのファンモータスピンドル２５０に結合される、対応するフロント保護グリル２１８
およびリヤ保護グリル２２８との空気通路開口部２９４の連続垂直整合を促進する。空気
通路開口部２９４は、それぞれ、フロントファンモータ用のそれらのファンモータスピン
ドル２５０に結合される、フロントファンの羽根２２０およびリヤファンの羽根２１４に
よって引き込まれる空気を誘導するための導管として作用する。フロントファンモータ２
６０およびリヤファンモータ２６６は、空気通路開口部２９４の中に空気を吹き込み得る
限り、それらの位置および数に限定されない。加えて、フロントファンモータ２６０およ
びリヤファンモータ２６６、およびそれらの個別のファンモータスピンドル２５０の高さ
の低減は、スマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷却器の全高を低減させ得る。
【００６５】
　上記で説明されるように構築されるスマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷却器
は、スマートデバイスホルダ２７８を上側ファンケーシング２５８に磁気的に接続するこ
とによって、スマートフォンまたはスマートタブレット等のスマートデバイスの底面積全
体を冷却することができる。個々の構成要素の全ては、それぞれ、定位置に留まるように
、それらの対応する接続部に接着される。
【００６６】
　要するに、スマートデバイス用の二重ファン太陽光発電冷却器のための空気吸引開口部
は、スマートデバイス空気流通路２４０として示される。円形通気孔２４２が、フロント
ファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用の筐体上側ファンケーシング２５８
の頂面の上に形成される。底部ファンケーシング空気入口２９０が、底部ファンケーシン
グ２７４の中に位置する。排出開口部が、フロントファンの羽根２２０用のフロント保護
グリル２１８を通して、そしてリヤファンの羽根２１４用のリヤ保護グリル２２８を通し
て、筐体上側ファンケーシング２５８の頂面の上に形成され、それぞれ、スマートデバイ
スの底面を冷却するために、スマートデバイスホルダ２７８内に空気流溝２９５とともに
二重空気通路開口部２９４および２９８を伴うスマートデバイスホルダ２７８を通して空
気流を循環させる。フロントファンモータ２６０およびリヤファンモータ２６６用の太陽
電池パネル２７０は、ファンモータがその発電出力を用いて駆動され得るように、電気コ
ネクタ配線２６８を使用して正端子点２７１および負端子点２７２に接続される。したが
って、本携帯型太陽光発電ファンは、単純にいかなる場所制限もなく使用されることがで
きる。
【００６７】
　上記で説明されるように、本発明は、空気がスマートフォンまたはスマートタブレット
等のスマートデバイスの底面と一様に衝突することを可能にする。結果として、本発明は
、スマートデバイスと組み合わせたファンの従来の実装と比較して、スマートデバイスの
冷却をより効果的に提供する。
【００６８】
　本発明は、いくつかの他の利点も呈し得る。例えば、ファンによって生成される風は、
典型的には、過剰な温度を冷却するために効果的であり、その通常の構内から離れて、い
かなる主要電力供給源も利用可能ではない状態で（例えば、電車の車両内等）、個人によ
って直接個人的に使用され得る。すなわち、個人は、本発明の使用を通して、過剰な温度
またはその不快な付随する発現（発汗を含む）から自身を保護すること、またはそれを軽
減することを所望し得る。従来技術のファンは、概して、過度に大型かつ嵩張るため、お
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すなわち、それらは、建物に束縛される。
【００６９】
　対照的に、本発明は、軽量の扱いやすい設計を提供し、内蔵および独立電力供給設備を
具備する。これらの独立電気エネルギー源は、特に、充電デバイスおよび主接続を伴うア
キュムレータと、同様に充電デバイスおよび主接続を伴う蓄電バッテリと、乾電池と、最
後になるが、光起電力効果に基づく太陽光発電とを備えてもよい。
【００７０】
　本発明はまた、スマートデバイスが過熱または発火することを防止することに役立ち得
る。いくつかの従来技術のデバイスは、自動車空調通気口の外側の外部利用のためには根
本的に不適切である。
【００７１】
　本発明の変形例が、可能である。例えば、複数の太陽電池パネルが、直列、並列、また
はこれらの組み合わせで、２つ以上のファンモータに使用されることができる。そのよう
なパネルは、スマートデバイスに対して固定化される複数の太陽電池から形成されてもよ
い。電池は、太陽光および他の光放射エネルギー電力を変換する、太陽電池パネルを形成
する。同様に、いくつかの実施形態では、少なくとも１つの吹き込みファンおよび少なく
とも１つの排出ファンが、電気コネクタの出力端子に電気的に接続される。
【００７２】
　本発明は、その好ましい具体的実施形態と併せて説明されているが、前述の説明は、本
発明の範囲を単に例証し、限定しないことを理解されたい。上記に記載される本発明から
逸脱しない、多数の代替物および均等物が存在する。例えば、本発明の任意の特定の実施
形態、例えば、本明細書の任意の図面に描写されるものは、他の実施形態の特徴を含む、
または除外するように修正されてもよい。本発明の範囲内の他の側面、利点、および修正
は、本発明が関連する当業者に明白であろう。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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